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1. 現行ビジョン策定後（平成 21年度以降）の動きについて 

現行ビジョン策定後にあたる平成 21 年度以降、本市水道事業を取り巻く自然環境、社

会環境、国の動向は絶えず変化を続けています。 
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表 1.1 平成 21年度以降の水道事業に関連するできごと 

年月 できごと 備 考 

H21 

7月 厚生労働省が「水道事業におけるアセット

マネジメントに関する手引き」を各都道府

県と水道事業体に送付 

 

8月 駿河湾を震源とする地震 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 6.5、最大震度 6 弱、断水戸数約 7.5

万戸、最大断水日数 3 日 

H23 
3月 東日本大震災 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 9.0、最大震度 7、断水戸数約 256.7

万戸、最大断水日数約 5 ヶ月（津波地区等除く） 

H24 

5月 利根川水系での水道水質事故（上流の産

廃処理業者からの放流水が原因で、千葉

県を含む流域 6浄水場でホルムアルデヒド

が基準値を超過し取水を停止・制限） 

断水戸数約 360,000 戸、最大断水日数 1 日 

H25 

3月 厚生労働省が「新水道ビジョン」を策定（水

道の理想像「安全」、「強靭」、「持続」） 

⇒図 1.1 参照 

新水道ビジョンに示された各種方策を推進するた

め、厚生労働省では新水道ビジョン推進協議会

や新水道ビジョン推進に関する地域懇談会を開

催 

6月 「PPP*1/PFI*2 の抜本改革に向けたアクショ

ンプラン」（民間資金等活用事業推進会議

決定）において、空港、上下水道事業にお

ける公共施設等運営権制度（コンセッショ

ン）の積極的導入を目指すことを決定 

同月に「日本再興戦略」として閣議決定、平成 26

年 6月には、平成 28年度末までを集中強化期間

と位置付け、公共施設等運営権制度を活用した

PFI 事業の案件数について数値目標を設定（上

水道は 6 件） 

H26 

3月 「水循環基本法」が成立（3 月 27 日） 健全な水循環の構築のため、流域単位で水循環

計画を新たに策定、また、関係者が一体となった

地下水マネジメントの取組みを位置付け 

7～9月 梅雨・台風・土砂災害（高知県、長野県、

広島県、北海道等） 

断水戸数約 55,000 戸、最大断水日数 36 日 

8月 総務省が「公営企業の経営に当たっての

留意事項について」を通知し、「経営戦略」

の策定を地方公営企業に要請 

中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策

定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上

に取組むよう要請 

11月 長野県神城断層地震 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ6.7、最大震度6弱、断水戸数約1,300

戸、最大断水日数 24 日 

H27 

12月 民間資金等活用事業推進会議で官民連

携（PPP）手法の適用拡大、特に PFI の拡

大に向け、「多様なPPP/PFI手法導入を優

先的に検討するための指針」を策定 

公共施設等を管理する人口 20 万人以上の地方

公共団体において、事業費の総額が 10 億円以

上、または、単年度の事業費が 1 億円以上の公

共施設整備事業が優先的検討の対象 

H28 

1月 総務省が「経営戦略」の策定推進につい

て通知し、平成 32 年度までに策定率

100％とすることを明記 

平成 28～30 年度は策定支援のための地方財政

措置あり 

4月 平成 28 年熊本地震 14 日（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 6.5、最大震度 7）、16 日（ﾏｸﾞﾆ

ﾁｭｰﾄﾞ 7.3、最大震度 7）、断水戸数約 446,000

戸、最大断水日数 103 日 

11月 水道事業の維持・向上に関する専門委員

会が報告書「国民生活を支える水道事業

の基盤強化等に向けて講ずべき施策につ

いて」をとりまとめ 

⇒図 1.2 参照 

水道事業基盤強化方策検討会の中間とりまとめ

（平成 28年 1月）を踏まえて検討。水道料金の適

正化、計画的な資産管理、経営基盤強化として

の広域連携や官民連携の推進などを位置付け

（同報告書をもとに厚生労働省は水道法改正を

検討中） 
※1：PPP（Public Private Partnership）･･･官民連携のこと。 

※2：PFI（Private Finance Initiative）･･･公共サービスの提供を民間主導で行うことで、公共施設等の設計、建設、

維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る考え方。
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2. 徳島市水道ビジョン２０１９策定について 

今回策定する「徳島市水道ビジョン 2019」は、前述の厚生労働省「新水道ビジョン」

や「徳島市まちづくり総合ビジョン」を上位計画として取り組みの方向性などを踏襲す

るほか、本市水道事業の現状把握・分析や社会情勢を考慮した中長期的な基本計画と、

それに伴う投資計画及び財政計画を整合させた経営基本方針を策定するものです。 

策定にあたっての検討事項としては、まず本市水道事業の置かれている現状を把握（現

状評価・分析）するとともに、水需要や施設更新需要、財政収支等の将来見通しを検討

します。 

さらに、現状と将来で明らかとなった課題への対応策として、今後目指すべき方向性

（将来像・目標）を整理し、目指すべき方向性に沿った今後 10年間の具体的な投資・財

政計画と合わせて、具体的な取り組みについて整理したものを「徳島市水道ビジョン

2019」（案）としてとりまとめます（図 2.1参照）。 

 

 

図 2.1 今回ビジョンの位置付け 

 

 

 

 


